
令和5年度皮革産業振興対策調査等
（国内皮革産業における環境負荷調査事業）
調査報告書

2024年3月

経済産業省
製造産業局 生活製品課 御中

有限責任監査法人トーマツ



目次

業務背景・目的 3

（１）原皮処理の現状調査 5

（２）原皮廃棄の際の環境負荷調査 9

（３）皮革製品製造の際の環境負荷調査
（４）皮革製品製造の際の水使用状況調査 11

①鞣し工程の調査 11

②製品製造工程の調査 15

（５）我が国皮革関連産業の持続的発展等に資する動向調査18

• 本報告書に記載されている情報は、調査時点のものであり、公開情報を除き、経済産業省又は調査対象者から提出を受けた資料、また、
その内容についての質問を基礎としております。これら入手した情報自体の妥当性・正確性については、当法人側で責任を持ちません。



© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

業務背景・目的

3





© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

（１）原皮処理の現状調査

5









© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

（２）原皮廃棄の際の環境負荷調査

9



© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.10

廃棄時のGHG排出量算定について

CFP算定ガイドラインによると、生物由来の廃棄物によるCO2排出量はゼロとして扱われる
ものの、原皮廃棄物は一般的には焼却処理時に脱水や燃料投下が行われる

廃棄時の
GHG排出量
算定ルール

• CFPガイドライン*5では、廃棄時のGHG排出量の算定方法は分野別のガイドラインや製品別算定ルールを参照することとしている。

• CFPガイドラインでは、バイオマス（樹木、作物、草、木くず、藻類、動物、生物由来の廃棄物等の有機物）は、生育時の吸収
量と焼却時のCO2排出量は同等で、相殺されるとしている。（ライフサイクルで見た際に、CO2は収支ゼロとなる）*5

• 日本国温室効果ガスインベントリ報告書（環境省）では、2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventoriesに基づき、廃棄物処理時のGHG排出量を算定している。 *6

 算定範囲は、CO2排出量は算定せず、CH4やN2Oを算定するとしている。

• 「動物性残渣・動物の死体」に分類される事業系一般廃棄物は、焼却に伴って2.6 g-CH4/t、37.9 g-N2O/tのメタンと一酸化
二窒素が排出される。

出所
*1: 環境省環境再生・資源循環局, 廃棄物となった牛・豚の原皮の処理について, http://www.o-sanpai.or.jp/pdf/info 20200527 3.pdf
*2:株式会社山陽, レザーとサステナブルの関係, https://sanyotan.co.jp/note/president interview 03
*3: 環境展望台, 環境技術解説, https://tenbou.nies.go.jp/science/description/detail.php?id=73
*4: OECD iLibrary, Environment at a Glance 2015, https://www.oecd-ilibrary.org/environment/environment-at-a-glance-2015/municipal-waste_9789264235199-14-
en;jsessionid=KAOjl72UXjeg0PH6TtL-XPMPW6vKQKQiHwlB9MCg.ip-10-240-5-98
*5: 経済産業省、環境省、カーボンフットプリントガイドライン、https://www.env.go.jp/content/000124385.pdf
*6: 地球環境研究センター、2022年、日本国温室効果ガスインベントリ報告書2022年、https://www.env.go.jp/content/900444570.pdf

（２）原皮廃棄の際の環境負荷調査

原皮廃棄の現状

• 有効利用されなかった原皮について、国内では事業系一般廃棄物*1として扱われ、自治体ごとに定められた処理方法で処分さ
れるが、一般的には焼却処理を行う。

• 処理を行っていない原皮については、水分量が約65%*2と多いため必要に応じて、脱水や燃料投下*3を行って焼却処分を行うが、
原皮の国内発生量も多いことから有効利用することが望ましいとされている。

• 海外（OECD諸国）では、日本と比べ生ごみを埋立処分する割合が高く*4、原皮を殺菌処理し埋め立てる場合も考えられる。
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環境負荷低減に向けた対策案

環境負荷定量化を行った結果、水や薬品のリサイクル/節約や、皮革製品のリペアが、環
境負荷低減の対応策として挙げられる

業種 環境負荷 取り組み 概要環境負荷
低減の影響*

靴・鞄
製造業

国産革の使用
サステナブルレザーの利用

革製品のCFPのうち8割以上が鞣革製造時によるものであ
り、環境配慮の材料の使用やリサイクルがGHG排出量削
減につながる。

大

GHG排出量

生産設備の更新 革のCFPのうち8割以上が鞣革製造時によるものであり、生
産時の電力使用量などは内訳としては少ない。小

地生（国産原皮）の使用
輸送によるGHG排出量が少ないため、最終的なCFPへの影
響は小さい。一方で、国内での廃棄量の削減などにつなが
るため、全体的な環境負荷低減につながる。

小

生産設備の更新 設備使用によるGHG排出量が少なく、効果が小さい。小

薬品の代替・節約
大量の薬品を使用し、これらによる環境負荷が大きいため、
使用量の見直しによる削減の余地はあるものの、必要不
可欠な場合も多く、実行が難しい。

大
鞣革

製造業

水 水リサイクル
下流工程で使用した水を上流工程で再利用することで水
使用量の削減ができるものの、上流工程と下流工程が分
かれている事業者もいるため、実行が難しい。

大

（３）皮革製品製造の際の環境負荷調査

製品のリペア
革製品のCFPのうち8割以上が鞣革製造時によるものであ
り、製品を繰り返し⾧く使うことで、製造時のCO2を削減す
ることができる。

大

*事業者のヒアリング、CFPや水消費量の算定結果や工程からデロイトトーマツが整理
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海外企業のLWG調達割合・サステナビリティに係る取組

今回調査した海外10社のうち、動物皮革製品を扱う8/9社が将来的にLWG調達割合
100%を目標に定めており、環境配慮素材の利用以外の取組も行っている

No. 企業名 取扱い
製品 LWG認証

LWG認証調達割合 公開されているサステナビリティに係る取組

現状 将来 環境配慮素
材の利用

革新素材・工
程の開発

利用・廃棄で
の独自取組*3

1 A 靴・鞄 メンバー
サプライヤー 91%（2022年） 100%（2025年） 〇 - -

2 B 靴・鞄 メンバー 66%（2022年） 100%（2024年） 〇 - -

3 C 靴・鞄 ー 86%（2022年） 100%（2025年） 〇 〇 -
4 D 鞄・服 ー 80%（2022年） 100％（2025年） 〇 - -
5 E 鞄・靴・服 メンバー 96％

*1（2022年） 100%（2030年） 〇 - 〇
6 F 鞄 メンバー 100%（2023年） 100％（2030年） 〇 〇 -
7 G 鞄・靴 ー 67％*1（2021年） 100％（2025年） 〇 - 〇
8 H 時計 メンバー 80％（2022年） 90％（2030年） 〇 - 〇
9 I 鞄 ー 公開情報なし 公開情報なし 〇 - -

10 J 鞄 ー 動物皮革の
使用無*2 - 〇 〇 -

（５）我が国皮革関連産業の持続的発展等に資する動向調査

*1 鞣し業者のため、LWG認証調達割合の情報は無し
*2: リサイクルなど、リペアサービスに留まらない循環モデルの取組を指す
*3: 最終製品への関与は限られているため評価対象外とした

*各社公開資料を元にデロイトトーマツが作成
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国内企業のLWG調達割合・サステナビリティに係る取組

今回調査した国内10社のうち、LWG認証調達割合の目標を表明しているのは3社である
が、9/10社がLWG認証皮革といった環境配慮素材の利用を公表している

No. 企業名 業種/取扱
い製品 LWG認証

LWG認証調達割合 公開されているサステナビリティに係る取組

現状 将来 環境配慮素
材の利用

革新素材・工
程の開発

利用・廃棄で
の独自取組*2

1 K 時計 メンバー 60%（2022年） 90%以上 〇 〇 -

2 L 靴・グローブ メンバー 87%（2020年） 継続して増加 〇 〇 -

3 M 靴 メンバー 50%（2021年） 80％（2024年） 〇 - -

4 N 鞄 - 公開情報なし 公開情報なし 〇 - 〇

5 O 鞄 - 公開情報なし 公開情報なし 〇 - -

6 P 靴 - 公開情報なし 公開情報なし 〇 - 〇

7 Q 靴 - 公開情報なし 公開情報なし 〇 - -

8 R 靴 - 公開情報なし 公開情報なし 〇 - -

9 S 靴 - 公開情報なし 公開情報なし 〇 - -

10 T 靴 - 公開情報なし 公開情報なし 〇 - -

11 U 鞣し業 - ‐
*1 ‐*1 〇 - 対象外*3

12 V 鞣し業 - ‐*1 ‐*1 - - 対象外*3

13 W 鞣し業 サプライヤー ‐*1 ‐*1 〇 〇 対象外*3

*1 鞣し業者のため、LWG認証調達割合の情報は無し
*2: リサイクルなど、リペアサービスに留まらない循環モデルの取組を指す
*3: 最終製品への関与は限られているため評価対象外とした

（５）我が国皮革関連産業の持続的発展等に資する動向調査

*各社公開資料を元にデロイトトーマツが作成
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